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◇本日の会議に付した案件

新型コロナウイルスに対する市の対策について
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午後 １時００分 開会

○吉田武司議長 ただいまから全員協議会を開催します。

なお、松永議員は入院のため欠席届が出ています旨、報告します。

初めに市長より挨拶をお願いいたします。

なお、発言は自席にてお願いいたします。

松本市長。

○松本市長 本日は会期中にもかかわらず、全員協議会を開催いただき誠にありがとうござい

ます。

新型コロナウイルスに対する市の対応については、２月４日の全員協議会において、中国武

漢市からの帰国者が国立保健医療科学院に入所した件について、状況報告をさせていただきま

した。

本日は、２月４日以降の市の対応について説明をさせていただきます。詳細については企画

部長から御説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○吉田武司議長 本日の案件は新型コロナウイルスに対する市の対策についてです。

新型コロナウイルスに対する市の対策について説明願います。

橋本企画部長。

○橋本企画部長 それでは、新型コロナウイルスに対する市の対応について説明をいたします。

初めに、１経過について説明いたします。

（１）中国武漢市からの帰国者、大型クルーズ船乗客者の一時滞在の関連になります。

令和２年１月31日、金曜日、中国武漢市からの帰国者が国立保健医療科学院に一時滞在する

ことについて、国から急遽一方的に連絡がございました。退所については、観察期間が経過し

た後、退所されています。

同年２月１日、土曜日、国立保健医療科学院の一時滞在者が、１人感染し、市外の病院に搬

送したと国から報告がございました。

同年２月７日、金曜日、チャーター機第４便で、中国武漢市からの帰国者が税務大学校に一

時滞在することについて、国から報告がございました。その後、観察期間が過ぎた方は随時退

所されています。

同年２月14日、金曜日、クルーズ船の乗客が税務大学校に随時一時滞在することになると、

国から報告がございました。また、その後は観察期間が過ぎた方については、随時退所されて

います。

同年２月27日、木曜日、税務大学校に一時滞在している入所者５人、これはクルーズ船の乗

客でございますが、検査の結果、陽性反応が出たことから、市外の病院へ搬送したと国から報

告がございました。

また、同日、クルーズ船乗務員が税務大学校に随時一時滞在となります。こちらについても、
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観察期間が過ぎた方については、随時退所ということでございます。

同年３月２日、月曜日、税務大学校のクルーズ船乗務員の一時滞在者１人が検査の結果陽性

反応が出たため、市外の病院へ搬送したとの報告が国からございました。

３月３日、本日現在の入所者数でございますが、第５便チャーター機34人、クルーズ船乗務

員236人で、この数字のみ昨日の数字になります。クルーズ船乗客44人となっております。

次に、（２）市独自の主な対応について説明をさせていただきます。

令和２年１月28日、火曜日、市ホームページにて新型コロナウイルス等に関する肺炎につい

て掲載をしております。

同年１月31日、金曜日、先ほど御説明いたしましたが、中国武漢市からの帰国者が国立保健

医療科学院に一時滞在することについて、急遽国から一方的に連絡があったことから、市ホー

ムページ等で市長メッセージを掲載しております。

同年２月４日、火曜日、市として埼玉県を通じ国に要望をいたしました。

１つ目は、帰国滞在者の人数等の情報を開示するよう要望しました。

２つ目は、記者発表内容の情報開示、情報提供するよう要望しました。

３つ目は、決して和光市民に感染者を出さないよう、感染防止対策を徹底するよう強く要望

しました。

また、２月１日に感染者が出たことから、市ホームページ等で市長メッセージを掲載してお

ります。

同年、２月14日、先ほど御説明いたしましたが、クルーズ船の乗客が税務大学校に随時一時

滞在することになると国から報告があった旨、市ホームページ等で市長メッセージを掲載して

おります。これは３回目の掲載になります。

同年、２月20日、木曜日、和光市新型コロナウイルス対策本部を設置し、第１回の対策本部

を開催し、イベント等の開催について協議を行いました。

同年、２月28日、金曜日、第２回対策本部を開催し、小中高校の休校要請を受けて、市の対

応について協議を実施しました。

また、同日に第３回対策本部を開催し、政府の基本方針等を受けて、市の対応について協議

を実施しました。

次に、２の和光市新型コロナウイルス対策本部について御説明いたします。

会議の開催については先ほど御説明いたしましたとおり、第１回本部ではイベント等の開催

について協議し、第２回では小中高校休校要請を受けての市の対応、時差出勤、テレワーク、

自動車通勤の導入、職員の休暇取得の勧奨、公共施設、市庁舎等の感染防止対策、市庁舎等で

新型コロナウイルスを発症した場合の対応、イベント等の対応について協議を実施しました。

次に、決定事項について御説明いたします。

①イベント等の実施の可否及び施設の休館等について御説明いたします。イベント等の開催

可否の基準は５点ございます。
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１つ目は屋外開催で参加者が限定できるイベントについては、原則開催する。

２つ目は100名以上の不特定の参加者によるイベントについては、屋内外を問わず中止とす

る。

３つ目は屋外で参加者が限定できるイベント及び100名未満の屋内イベントについては、原

則開催とするが、その際は、参加者層、場所、内容など個別の状況を踏まえ開催の可否を決定

する。

４つ目はイベント等を開催する場合は、換気の実施、アルコール消毒液の設置、手洗いの推

奨等を行い感染予防に細心の注意を払う。また併せて、参加者にはマスクの着用を促す。

５つ目は風邪のような体調不良の方については、参加を御遠慮いただく。また、高齢者や基

礎疾患をお持ちの方については、状況によって参加を御遠慮いただくとなっています。

これらを踏まえて、施設の休館等については、勤労福祉センターアクシスは３月２日から３

月15日まで休館。総合体育館、これはトレーニング室と軽スポーツ室になりますが、３月２日

から３月15日まで休館。和光市図書館と図書館下新倉分館は３月２日から当面の間、図書館サ

ービスの一部休止となっています

また、高齢者福祉センター及び新倉高齢者福祉センターは３月３日から３月15日まで入浴施

設、各種講座、自主サークル活動等の一部サービスを休止いたします。

中止または延期するイベント等について、お配りした別添資料１のとおりとなっております。

中止の件数は全体で65、延期が２で、合計67事業となっています。資料については後ほど御

確認いただければと存じます。

続いて、②政府の基本方針等を受けての市の対応について御説明いたします。

市内小中学校については、本日から臨時休校となっています。後ほどお配りした別添資料２

をご覧いただければと思います。

時差出勤、テレワーク、自動車通勤の導入、職員の休暇取得の勧奨については、時差出勤及

び自動車通勤の実施、職員へは毎日検温を義務付け、発熱がある場合、休暇取得をするよう促

すこととなりました。

市庁舎等の公共施設の感染防止対策としましては、人が接触する部分の消毒、トイレの電気

スイッチの常時点灯、各階の防火扉の常時開放、消毒液の貸出し等を実施することといたしま

した。

最後に、市庁舎等で新型コロナウイルスを発症した場合の対応については、新型コロナウイ

ルス感染症に対する和光市業務継続計画（BCP）の作成に取りかかっているところでございま

す。

○吉田武司議長 以上で説明が終了しました。

今の説明内容を踏まえて、質疑のある方は挙手願います。

齊藤誠議員。

○齊藤誠議員 １の経過についてですが、対象であったり、市外の病院とありますが、その際
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の移動手段はどのようなものなのか。もしお分かりでしたら教えてください。

○吉田武司議長 橋本企画部長。

○橋本企画部長 こちらは内閣府が用意した交通手段で移動したと聞いております。

○吉田武司議長 齊藤誠議員。

○齊藤誠議員 心配しているのが、こちらに滞在した方が和光市駅まで徒歩で行かれたりとか、

和光市内の公共施設に移動されたりとかの心配はないのか。その辺、もし何か把握されていれ

ば教えてください。

○吉田武司議長 橋本企画部長。

○橋本企画部長 先ほど申し上げたとおり、市民の方と接触しないようお願いしておりますの

で、その点は心配はないと思っております。

○吉田武司議長 松本市長。

○松本市長 一点だけ例外がございまして、お二人、親子づれの方で、お子さんが体調を崩さ

れたケースがございました。中に入っていった方です。内閣府のほうではどうにも対応できな

いということで、県南消防の救急車で救急搬送いたしましたが、その方は当然陰性ということ

で、後でもそのように把握しておりますので、特段何らかのリスクを地元に及ぼしたというこ

とは一切ございません。

○吉田武司議長 齊藤誠議員。

○齊藤誠議員 もう一点ですが、対策本部の決定事項で、100名以上の不特定の参加者による

イベントというところですが、多数のイベントに対して、100名以上と算出した理由が何かあ

れば教えていただければと思うのですが。

○吉田武司議長 橋本企画部長。

○橋本企画部長 その時点で、イベント等を全て洗い出しをして、参加者の人数が出ますので、

だいたい100名というのがおおまかな目安ということで考えております。

○吉田武司議長 鳥飼雅司議員。

○鳥飼雅司議員 和光市新型コロナウイルス対策本部を立ち上げたということですけれども、

構成メンバーというのはどういった方々なのか。まず初めにお聞きします。

○吉田武司議長 橋本企画部長。

○橋本企画部長 政策会議のメンバーでございます。

○吉田武司議長 鳥飼雅司議員。

○鳥飼雅司議員 その判断として、専門家の方に依頼したというものではないという感じです

ね。

○吉田武司議長 橋本企画部長。

○橋本企画部長 そのようなことはないです。

○吉田武司議長 赤松祐造議員。

○赤松祐造議員 対策本部に危機管理室の人は入っていないのですか。
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○吉田武司議長 松本市長。

○松本市長 政策会議に危機管理監が入っておりますので、危機管理監が対応しているという

ことでございます。

○吉田武司議長 小嶋智子議員。

○小嶋智子議員 施設の休館等ということで、期日が設けられておりますが、これは状況によ

っては延期をするということも含まれているのかどうか伺います。

○吉田武司議長 橋本企画部長。

○橋本企画部長 当面１週間から２週間という話が出ておりますので、状況を見まして延期も

あり得ます。

○吉田武司議長 富澤啓二議員。

○富澤啓二議員 決定事項の施設の休館等で図書館サービスの一部休止とありますが、これは

貸出しも制限されるのでしょうか。

○吉田武司議長 橋本企画部長。

○橋本企画部長 本の貸出しのみということで、館内での閲覧とか、そういうものはできない

ということでございます。

○吉田武司議長 松本市長。

○松本市長 利用者で、館内で過ごす方は高齢者の方が多いので、非常にリスクが高いという

ことで、座席と雑誌の席は完全に使えないような状態にしております。

○吉田武司議長 安保友博議員。

○安保友博議員 対策本部の構成メンバーについてですけれども、感染症対策の専門家を入れ

ることは検討されなかったのでしょうか。

○吉田武司議長 松本市長。

○松本市長 そういった専門家の意見は会議の中ではなくて、通常的な業務の中で聞き取りを

しております。今のところ入っていないということでございます。

○吉田武司議長 安保友博議員。

○安保友博議員 続けて、施設のほうですが、ここにあるもの以外にも公共施設はたくさんあ

ると思いますが、そちらの利用の検討状況はいかがでしょうか。

○吉田武司議長 橋本企画部長。

○橋本企画部長 今回、ある程度限られたスペースで接触が心配されるということがございま

すので、そういう形をリストアップして、今回検討したということで、これ以外については通

常どおりという形で考えております。

○吉田武司議長 齊藤克己議員。

○齊藤克己議員 BCPの関係ですが、実際に鎌倉市などの報道を見ますと、子育てのための休

暇取得と、感染者が現れたということで、業務が縮小しているというような対応をせざるを得

ないということが報道されておりますが、和光市の場合でも職員の方が感染した場合の対応に
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ついて、今BCPを作成中ということですが、その対応について、具体的にどういったことが挙

げられるのか。その辺を教えていただきたいのですが。

○吉田武司議長 仲危機管理監。

○仲危機管理監 今回の新型コロナウイルス感染症への対応についてのBCPというものは、焦

点は職員個人ではなくて、その周辺の濃厚接触者についても関連していますので、その方たち

をパックで外して、そこに経験者を充てるというような対策を取り、重要な業務については、

感染症が職場の中で発生しても継続できるような仕組みを今作っているということでございま

す。

○吉田武司議長 鳥飼雅司議員。

○鳥飼雅司議員 もう一点だけお聞きしたいのですが、税務大学校の部分で、物資等々の搬入

で、和光市に滞在している企業が関わっているということはないんですよね。

○吉田武司議長 松本市長。

○松本市長 仕切りは内閣府になっておりますので、クルーズ船とチャーター便のところで仕

切りが違います。チャーター便等については、内閣府が完全に仕切って、内閣府の手配した事

業者が絡んで行っております。クルーズ船に関しては、クルーズ船のお客様までは内閣府だそ

うです。乗員がクルーズ船の会社ということです。いずれにしても和光市内の事業者が関わっ

ているということはないと把握はしております。ただ、例えば自衛隊がこの事業に関わってお

りますので、和光市民が全く関わっていないかと言うと関わっている可能性はありますが、そ

れについても自衛隊に確認はしております。自衛隊では濃厚接触のリスクのある業務についた

方は、業務終了後も隊舎で隔離をした上で、普通の業務に戻ることになっておりますので、そ

の点、自衛隊に確認したので、私自身安心していた次第でございます。

○吉田武司議長 猪原陽輔議員。

○猪原陽輔議員 和光市新型コロナウイルス対策本部の決定事項についてお伺いしたいのです

が、屋内のイベントは100名未満の場合については原則開催ということで、イベントの開催に

あたっては、換気の実施、アルコール消毒液の設置、手洗いの推奨、マスクの着用を促すとの

ことですが、こちらの確認については市のほうで確認は行うのでしょうか。それとも、主催者

側にお任せという形なのでしょうか。

○吉田武司議長 橋本企画部長。

○橋本企画部長 今、お問い合わせのイベントのほとんどは市主催のイベントでございますの

で、このような事項は確認はしております。

ほかの事業者については、あくまで要請でございますので、それを徹底するという形でお願

いをしております。

○吉田武司議長 富澤啓二議員。

○富澤啓二議員 一点確認ですが、今、市中ではマスクやアルコール消毒液の確保が大変難し

いのですが、市役所で常備在庫はしているのでしょうか。
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○吉田武司議長 橋本企画部長。

○橋本企画部長 マスクは国からいただけるという話がございます。消毒液についてもある程

度備蓄はございます。

○吉田武司議長 松本市長。

○松本市長 全市民にお配りする数というのは到底無理です。例えば、現在学校では低学年の

子供が来ておりますが、仮にそのようなところとかで、配り方についてはちょっと決まってい

ないところがございます。いずれにしても、全市民には行きわたりませんので、マスクの件に

ついては、私どももあまり大っぴらに話をしておりませんので、御配慮賜りたく存じます。

御質問がなかった中で説明をしておいたほうがいい点が一点ございます。高齢者向けの施設

で、新倉とゆめあいの高齢者福祉センターが書いてありますが、仕切りとしては、日常生活支

援事業のいわゆる一般向けの通いのもので、ケアプランの中の義務的というか、必ずやらない

と人が困ってしまうもの以外の一般的な事業については全て休止となっておりますので、高齢

者が集まるところをハブとして、いわゆるクラスターが発生するところを避けるための対応に

ついてはしっかりと万全に取らせていただいております。

○吉田武司議長 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」という声あり〕

なければ、以上にて質疑を終結します。

本日の協議事項はこれにて終了しました。

記録につきましては、正副議長に一任願います。

以上で、全員協議会を閉会します。

午後 １時２９分 閉会



議 長 吉 田 武 司

副 議 長 待 鳥 美 光


